
財団法人東京都中小企業振興公社 

 

第１ 監査対象の概要 

１ 事 業 の 内 容 

（１）事 業 の 概 要 

財団法人東京都中小企業振興公社（以下「公社」という。）は、昭和４１年７月に設立され

た団体（昭和５８年４月に財団法人東京都下請企業振興協会から名称変更）で、都内中小企業

の経営の安定と発展のため、中小企業への下請取引あっせん・育成支援、資金の助成、設備導

入の促進支援、施設の管理運営等を行うとともに、中小企業で働く人々への福利厚生の支援を

行うことにより、地域経済の振興に寄与することを目的として、主として次の事業を実施して

いる。 

ア 下請取引の紹介・あっせん、適正化促進及び下請取引に係る苦情・紛争処理並びに下請企

業の育成支援 

イ 中小企業の振興及び中小企業で働く人々の福利厚生に必要な調査・研究及び情報の収集・

提供並びに相談・助言等の総合的支援 

ウ 東京都中小企業振興基金等に基づく中小企業の振興事業 

エ 中小企業の起業化を図るために供する創業支援施設等事業 

オ  小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和３１年法律第１１５号）に規定する設備資金貸

付事業及び設備貸与事業 

カ 中小企業の振興に資する施設の管理運営 

キ 地方公共団体が、中小企業の振興を目的として設置する「公の施設」の業務及び管理運営の受託 

ク 中小企業の行う人材育成、福利厚生事業に係る支援 

ケ 共済事業の実施 

また、公社は、平成１２年度に中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）等に基づく中

小企業支援センターの指定及び新事業創出促進法（平成１０年法律第１５２号）に基づく中核

的支援機関の認定を受けている。更に、平成１３年度には東京都商工指導所の中小企業支援事

業が、平成１４年度には城東・城南・多摩の各地域の中小企業振興センター事業が都から移管

され、経営全般にわたる支援に加え、技術支援も行っている。また、平成１５年度には、財団

法人東京都勤労福祉協会を吸収統合するとともに、都が設立した東京都知的財産総合センター

事業の運営を開始した。 

 

（２）都 と の 関 係 

ア 補 助 事 業 等 

都は、表１のとおり、平成１５年度に３７億２，６８４万余円の補助金等を交付している。 

また、都は、公社の中心市街地商業活性化推進基金等の原資として貸付を行っており、表
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２のとおり平成１５年度末の貸付金総額は２０億円となっている。なお、商店街競争力強化

推進基金（１２億円）は、事業終了に伴い廃止され、平成１５年 9月 5日に全額返還されて

いる。 

更に、都は公社に対して平成１５年度に１０億２，０００万円の出えん金を交付し、公社

は都の出えん金を受けて、取崩型の「技術革新基金・新製品技術革新基金」を造成している。 

 

（表１）補助事業等                            （単位：千円） 

 補  助  事  業  名  等 

（ 補  助  要  綱  名  等 ） 
交 付 額 

1 
総合支援事業 

（東京都総合支援事業等補助金交付要綱） 
119,338 

2 
ISO 取得支援事業 

（東京都中小企業創業支援事業費補助金交付要綱） 
6,296 

3 
中小企業事業転換支援事業 

（東京都中小企業事業転換支援事業費補助金交付要綱） 
2,145 

4 
学生起業家育成支援事業 

（東京都学生起業家育成事業補助金交付要綱） 
11,451 

5 
勤労者福祉支援事業 

（東京都勤労者福祉支援事業補助金交付要綱） 
543,533 

6 
家内労働傷病共済制度運営費補助事業 

（東京都家内労働傷病共済制度運営費補助金交付要綱） 
11,904 

7 
中小企業データベース運営支援事業 

（東京都中小企業データベース運営支援事業補助金交付要綱） 
25,779 

8 
下請企業振興事業 

（東京都下請企業振興事業費補助金交付要綱） 
104,845 

9 
創業支援機能の運営事業 

（東京都創業支援機能の運営事業補助金交付要綱） 
533,277 

10 
中小企業振興基金事業 

（東京都中小企業振興基金事業補助金交付要綱） 
14,572 

11 
新製品・新技術開発助成事務 

（東京都新製品・新技術開発助成事業補助金交付要綱） 
1,734 

12 
中小企業ニューマーケット開拓支援事業 

（東京都中小企業ニューマーケット開拓支援事業補助金交付要綱） 
196,089 

13 
中心市街地商業活性化推進事業 

（東京都中心市街地商業活性化推進事業補助金交付要綱） 
5,555 

14 
設備資金貸付事業運営 

（東京都中小企業振興公社における設備資金貸付事業に係る運営費補助金に関する要綱） 
5,930 

15 
公社管理運営 

（東京都中小企業振興公社管理運営費補助金交付要綱） 
1,124,391 

小      計 2,706,847 

16 
技術革新基金 

（東京都中小企業振興公社技術革新基金助成事業の実施に係る出えん契約書） 
870,000 

17 
新製品技術革新基金 

（東京都中小企業振興公社技術革新基金助成事業の実施に係る出えん契約書） 
150,000 

小      計 1,020,000 

合      計 3,726,847 
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（表２）都貸付金を原資とする基金の状況                （単位：千円） 

都貸付金を原資とする基金名 貸 付 金 

中心市街地商業活性化推進基金（平成１１年７月１５日造成） 1,000,000 

三宅島噴火等災害利子補給基金（平成１３年３月２８日造成） 1,000,000 

計 2,000,000 

 

イ 公の施設の管理運営委託 

都は、公社に対して、東京都地域中小企業振興センター条例（平成３年東京都条例第２４

号）第１５条、東京都立食品技術センター条例（平成２年東京都条例第６１号）第１４条及

び東京都立産業貿易センター条例（昭和５８年東京都条例第１６号）第１６条の規定に基づ

き、表３のとおり、東京都地域中小企業振興センター、東京都立食品技術センター及び東京

都立産業貿易センターの管理運営を委託しており、平成１５年度に１８億７，９６８万余円

の委託料を支出している。 

 

（表３）公の施設の管理運営委託状況                  （単位：千円） 

施    設    名    等 委 託 金 額 

地域中小企業振興センターの管理運営 947,437 

食品技術センターの管理運営 188,985 

産業貿易センターの管理運営 743,262 

計 1,879,685 

 

なお、公社の会計は、一般会計外４会計で合計５会計をもって構成されている。公社の各会

計支出に係る財源の内訳は、表４のとおりであり、このうち平成１５年度の一般会計支出（８

８億２，３２８万余円）では、その財源に占める都からの収入（７７億２，８２３万余円）の

割合が８７．６％となっている。 

 

（表４）公社の各会計支出に係る財源の内訳               （単位：千円） 

項    目 ５会計合計 一般会計 
設備資金 

事業会計 

中小企業会

館事業会計 

火災共済 

事業会計 

傷病共済 

事業会計 

平成１５年度支出額 12,790,069 8,823,280 3,457,700 289,546 133,246 86,294

都からの収入 

（割合％）

7,746,069 

（60.6） 

7,728,234

（87.6）

5,930

（0.2）

― 

（―） 

― 

（―） 

11,904

（13.8）

補助金等収入 2,706,847 2,689,012 5,930 ― ― 11,904

受託事業収入 2,370,736 2,370,736 ― ― ― ―

公の施設分 1,879,685 1,879,685 ― ― ― ― 

その他 491,051 491,051 ― ― ― ―

基金収入 1,020,000 1,020,000 ― ― ― ―

 

基金取崩収入 1,648,486 1,648,486 ― ― ― ―

財 

 

 

 

 

源 

他の収入 

（割合％）

5,044,000 

（39.4） 

1,095,046

（12.4）

3,451,770

（99.8）

289,546

（100.0） 

133,246

（100.0） 

74,390

（86.2）
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２ 組   織（平成１６年４月１日現在） 

公社は、本部を千代田区神田佐久間町一丁目９番地に置き、役員１６名（理事長１名、副理事

長１名、理事１２名、監事２名（うち非常勤役員１４名））及び職員２４３名（うち都派遣職員１

２９名）で、２部２センターをもって構成されている。 

 

第２ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監 査 の 範 囲 

   平成１５年度の補助事業等及び公の施設の管理委託を対象として実施した。 

２ 実地監査期間 

 （１）産業労働局 平成１６年９月１０日及び２４日 

 （２）公   社 平成１６年９月１３日から同月２２日まで 

 

第３ 監 査 の 結 果 

１  補助事業等の実績について 

平成１５年度における公社の補助事業等の実績は、次のとおりであり、別項指摘事項を除き、

事業は補助目的に沿って適正に執行されている。 

 

（１）総合支援事業 

中小企業支援法、新事業創出促進法及び都の「総合支援機構」構想に基づき、中小企業・ベ

ンチャー企業及び創業者を支援・育成するため、総合的継続的支援体制の整備・情報提供事業、

専門家の派遣、人材育成事業、実施指導及びＴＯＫＹＯ起業塾事業を行っており、事業ごとの

実績は表５のとおりである。 

 

（表５）総合支援事業の実績 

項      目 件 数 等 

総合支援事業  

総合相談窓口の運営 ２７，７６７ 件 

創業支援コーディネーター等の配置 ３ 名 

事業可能性評価委員会の運営(１２回） ２４ 企業 

産業セミナー １８ 回 

専門家派遣事業(有料） ２８４ 回 

人材育成研修(有料） ４２ 回 

 

実地指導 ４０１ 回 

ＴＯＫＹＯ起業塾事業  

起業セミナー ７ 回 

起業時サポート ３０ 件 

 

交流の場の創出 ６ 回 
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（２）ＩＳ０取得支援事業 

品質管理や企業信用維持に不可欠となっている国際標準規格ＩＳ０９０００・１４０００シ

リーズ取得支援を実施し、都内中小企業の経営・環境管理体制の強化を図っており、その実績

は表６のとおりとなっている。 

 

（表６）ＩＳ０取得支援事業の実績 

項      目 件 数 等 

ＩＳＯ取得促進支援事業 ６，２９６ 千円 

認証取得マニュアル作成 ２，０００ 部 

ＩＳＯ９００１ ― 部  

ＩＳＯ１４００１ ２，０００ 部 

セミナー受講者 ９６１ 人 

ＩＳＯ９００１ ６４８ 人  

ＩＳＯ１４００１ ３１３ 人 

 

実地支援企業 ４０ 件 

 

（３）中小企業事業転換支援事業 

中小企業者の事業転換の円滑化を図るため、事業転換を決意した中小企業者に転換先事業の

将来的見通しや転換計画作成等について相談・指導等を行っており、中小企業者の新分野進出、

経営の多角化、事業転換等の参考指針となる手引書（新規４種、増刷２種、各５００部）を作

成し、総合相談窓口等で配布するなど中小企業者の事業転換の円滑化を図っている。 

 

（４）学生起業家育成事業 

起業家精神と経営知識を有した学生から優秀なベンチャー企業を生み出すとともに、学生の

起業家精神を涵養
かんよう

し、開業率の増加及び地域産業の活性化と雇用の拡大を図るため、コンペ形

式の「学生起業家選手権」を平成１４年度から実施しており、その実績は表７のとおりとなっ

ている。 

 

（表７）学生起業家選手権の実績 

項      目 件 数 等 

学生起業家選手権１５年４月～９月 応募数４９グループ

優秀賞（設立助成金３００万円） ３グループ

奨励賞（賞金１０万円） ７グループ

 

（５）勤労者福祉支援事業 

中小企業やそこで働く人々のために、企業福利厚生の支援として、遊園地・リゾートホテル

などの割引健康増進施設の提供、ライフプランセミナーの開催及び集会交流施設提供事業等を

行っており、その実績は表８のとおりとなっている。 
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（表８）勤労者福祉支援事業の実績 

項      目 件 数 等 

健康増進施設の提供（JOYLAND 事業） １４５ 施設 １０４，８７９ 人

ライフプランセミナーの開催 ８ 回 １，８８５ 人

勤労者美術展の開催（56 回） 出展８５８ 点 ８，３７４ 人

集会交流施設提供（勤労福祉会館等） ６ 会館 ９４５，５３７ 人

企業福利厚生制度のアンケート調査 調査２，０００ 社 回答企業７６８ 社

 

（６）家内労働傷病共済事業 

専業的家内労働者や従業員４人以下の製造業または製造小売業を営む個人事業主とその家族

従業員が、傷病により就業不能となった際に、共済金を給付する事業であり、この事業の管理

運営費を補助している。事業実績は表９のとおりとなっている。 

 

（表９）家内労働傷病共済事業の実績 

（単位：人、件、千円） 

項     目 加入者 掛金収入 給付状況 件 数 支給金額 

Ａ型（給付金 1日 3,000 円） 118 共済金 81 19,218 

Ｂ型（給付金 1日 5,000 円） 628 
28,347 

見舞金 5 1,500 

計 746 28,347  86 20,718 

 

（７）中小企業データベース運営支援事業 

中小企業への情報提供の効率化と中小企業の情報収集における利便性の向上を図るため、中

小企業データベースにより企業情報、受発注情報、施策情報等を提供しており、その実績は表

１０のとおりである。 

 

（表１０）中小企業データベース運営支援事業の実績 

項         目 件 数 等 

公社ホームページ「東京都中小企業ネットクラブ」アクセス件数 ４，５３９，１６５ 件

「ＦＡＸ情報サービス」アクセス件数 １０，２３５ 件

自社情報発信企業数 １５，６５３ 社

公社ネットクラブ会員数 １０，４９２ 社

ＴＯＫＹＯキラリ企業ネット会員数 １５，６５３ 社

 

（８）下請企業振興事業 

都内の中小企業の振興を図り、地域経済の発展に寄与することを目的として、下請取引のあ

っせん、下請取引の適正化指導、下請取引に係る苦情紛争処理、下請企業の育成支援等を行っ

ており、事業ごとの主な実績は表１１のとおりである。 
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（表１１）下請企業振興事業の主な実績 

下請取引あっせん 件数等
中小企業アドバイザー

相談 
件 数 

発注企業(社) 1,463 訪問企業数(都内)（件) 627 
登録企業数 

受注企業(社) 4,344 訪問企業数(都外)（件) 4 

あっせん紹介件数(件) 1,809 計 631 

共同受注 

グループ 

14 社 

定例会12回

あっせん紹介成立件数(件) 359 

契約成立当初受注金額(千円) 133,618 

中小企業テクノフェア

共催(ビッグサイト) 

15.10.29 

～31 

指導・相談件数(件) 7,908 入場者数(人) 90,667 

発注開拓企業(社) 2,876 都出展分商談件数(件) 6,514 

苦情紛争 

処理委員会

30 件審議 

 

（９）創業支援機能の運営事業 

都市型産業分野での新規創業や企業化を支援し、東京の産業の活力ある振興・発展に寄与す

ることを目的として、臨海副都心地区にあるタイム２４ビル及び東京ファッションタウンビル

の一部を賃借し、新規創業者等に対し、 

① インキュベーターオフィス等施設の設置、管理運営等、創業支援の場及び交流・サービ

ス施設の設置並びに管理運営等に関する業務 

② オフィス賃貸、情報関連産業等の研究開発用機器の整備及び貸出（デジタル工房）等、

創業支援施設の賃貸借業務及びそれに付随する業務 

を行っており、施設の利用状況は表１２のとおりとなっている。 

 

（表１２）施設の利用状況                    （単位：件、％） 

項         目 入居件数 入居率 

タイム２４ビル（江東区青海二丁目４５番）   

創業支援の場施設   

インキュベータオフィス 2,837 ㎡ 全 48 室 ２３ ４７．９ 

スモールオフィス      287 ㎡ 全 12 室 １１ ９１．７

 

デジタル工房         420 ㎡   

東京ファッションタウンビル（江東区有明三丁目１番）   

創業支援の場施設   

インキュベータオフィス    496 ㎡ 全 10 室 １０ １００  

スモールオフィス          622 ㎡ 全 15 室 １５ １００ 

 

多目的スペース              468 ㎡   

 

（１０）中小企業振興基金事業事務 

事業運営に伴う事務を補助金により実施している。 

なお、基金の事業実績は、（１６）のとおりである。 
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（１１）新製品・新技術開発助成事業事務 

事業運営に伴う事務を補助金により実施している。 

なお、基金の事業実績は、（１７）のとおりである。 

 

（１２）中小企業ニューマーケット開拓支援事業 

中小企業の優れた技術や製品を、営業経験の豊富な大企業ＯＢ等のネットワークや市場情報

を有効に活用して、商社やメーカーに紹介するなどの事業を行っている。その実績は表１３の

とおりとなっている。 

 

（表１３）中小企業ニューマーケット開拓支援事業の実績 

項    目 件 数 等 

企業訪問 １４，６０６ 企業 

販路開拓マッチング １２８ 件 

販路開拓実施数 ５２４ 企業 

販路開拓会議・審査会 ２９ 回 

製品カタログ集 ４７７ 件 

アドバイス、追加・継続支援 １１３ 件 

支援機関連携 ５ 回 

ビジネスナビゲータ等 ６１ 人 

 

（１３）中心市街地商業活性化推進事業 

中心市街地の活性化を図ることを目的として、中心市街地における市街地の整備改善及び商

業等の活性化の一体的推進に関する法律（平成１０年法律第９２号）の認定を受けた基本計画

に基づき区市町村が認定した「ＴＭＯ（まちづくり機関）」が実施する広域ソフト事業等に対す

る助成を行っている。この事業は、国から都が借り受けた資金を公社に貸し付け、公社は設け

た基金を運用し、その運用益に加え、それと同額を都が補助して事業を展開している。その実

績は表１４のとおりとなっている。 

 

（表１４）中心市街地商業活性化推進事業の実績           （単位：件、千円） 

総事業費 
項    目 

件 数 金  額 
助成対象額 補助金額 

助成金交付事業 ２ １７，２１５ １０，９９９ ５，４９９

 広域ソフト事業 ２ １７，２１５ １０，９９９ ５，４９９

管理運営費 ― ５２０ １１２ ５６

 事務費 ― ５２０ １１２ ５６

計 ２ １７，７３５ １１，１１１ ５，５５５
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（１４）設備資金貸付事業運営 

「小規模企業者等設備導入資金助成法」に基づき実施してきた設備資金貸付事業の申込受付

は平成１４年度をもって休止しており、平成１５年度からは、完了検査・返還金等の事務を行

っている。 

 

（１５）公社管理運営 

公社は、都の中小企業支援における中核的機関であるため、公社の管理運営を行うための補

助を受けている。その実績は表１５のとおりとなっている。 

 

（表１５）公社管理運営の実績 

（単位：千円） 

項    目 補助金額 

管理運営費 １，１２４，３９１

管理費（主に人件費） ９８９，６５７ 

運営費（管理事務経費） １３４，７３３

 

（１６）技術革新基金 

都の出えん金をもとに、公社は、「技術革新基金」を平成１５年１２月８日新たに造成した。

この基金では、共同開発助成事業等の中小企業の技術開発等を支援する共同開発助成事業など

４事業行っている。その実績は表１６のとおりである。また、ＩＳ０取得支援事業との重複は

ない。 

 

（表１６）技術革新基金の収支及び事業の実績            （単位：件、千円） 

区 分 金 額 項       目 件 数 金  額 

出えん金受高 870,000 基金事業費 165 356,685 

果実繰入額 1 共同開発助成事業 13 123,865 

取崩額 356,685 創業助成事業 18 81,776 

  ＩＳＯシリーズ取得助成事業 99 89,178 

残金(繰越） 513,316 

 

市場開拓助成事業 35 61,866

 

（１７）新製品技術革新基金 

技術開発により新分野への進出を図ろうとする中小企業者等に対し、新製品・新技術に関す

る試作又は技術研究等の事業に係る経費の一部を平成１５年１２月１日新設の「新製品技術革

新基金」から助成している。その実績は表１７のとおりである。 
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（表１７）新製品技術革新基金の収支及び事業の実績         （単位：件、千円） 

区 分 金 額 項       目 件 数 金  額 

出えん金受高 150,000 基金事業費 15 82,801

取崩額 82,801 新製品・新技術開発助成事業 15 82,801

残金(繰越） 67,199 

 

  

 

 

２ 公の施設の管理受託事業の実績について 

平成１５年度における城東地域中小企業振興センター外５所の公の施設の管理受託事業の実績

は表１８から表２０のとおりであり、別項指摘事項を除き、事業は目的に沿って適正に執行され

ている。 

 

（表１８）公の施設の管理受託事業の実績（その１）       （委託開始平成１４．４．１） 

施 設 名 
城東地域中小企業 
振興センター 

城南地域中小企業 
振興センター 

多摩中小企業 
振興センター 

件   名 平成１５年度 東京都地域中小企業振興センター管理運営業務委託 
期   間 平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日 

目   的 公の施設の管理運営委託 

敷地 3,382 ｍ２ 敷地 10,028 ｍ２ 敷地 6,505 ｍ２

建物 4,402 ｍ２ 建物 4,224 ｍ２ 建物 3,384 ｍ２

地下１階地上３階 地下１階地上３階 地上２階 

 その他合築部分 その他合築部分 

  大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ 3～6 階  都営住宅 地上 10 階建

施設規模 

  都営住宅 地上 9階建  

所 在 地 葛飾区青戸 7-2-5 大田区南蒲田 1-20-20 立川市曙町 3-7-10 

(1) 工業技術の試験・研究、工業用材料・工業機器等の試験、測定、分析、加
工及びデザインに関すること。 

(2) 技術開発支援室及び会議室の利用公開に関すること。 
(3) センターの使用料・手数料の徴収及び施設設備・物品の保全に関すること。

(4) 委託業務に必要な設備及び物品の購入又は賃借に関すること。 

内 容 

業務内容 

(5) 行政財産の使用許可者の管理に関すること。 

依頼試験 3,081 件 依頼試験 7,324 件 依頼試験 1,058 件 

開発支援室機器開放 開発支援室機器開放 開発支援室機器開放 

   4,645 件 5,539 件  3,185 件 
実   績 

会議室 218 件 開発協力 15 件     

当初 75,659 千円 当初 110,706 千円 当初 80,550 千円

決算 75,262 千円 決算 107,338 千円 決算 72,021 千円

人員 9 名 人員 13 名 人員 12 名 
人 件 費 

平均給与 8,362 千円 平均給与 8,256 千円 平均給与 6,001 千円

当初 182,916 千円 当初 462,062 千円 当初 136,477 千円
事 業 費 

決算 153,128 千円 決算 428,082 千円 決算 111,603 千円

当初 258,575 千円 当初 572,768 千円 当初 217,027 千円
計 

決算 228,391 千円 決算 535,421 千円 決算 183,625 千円

           当初 1,048,370 千円

経 費 

合  計 
           決算 947,437 千円
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（表１９）公の施設の管理受託事業の実績（その２）       （委託開始平成１０．４．１） 

施 設 名 産業貿易センター 浜 松 町 館 産業貿易センター 台 東 館 
件   名 東京都立産業貿易センターの管理運営等及び建物維持管理 

期   間 平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日 

目   的 公の施設の管理運営委託 
敷地 5,853 ｍ２ 建物 13,883 ｍ２ 敷地 3,047 ｍ２ 建物 10,501 ｍ２

地下１階地上６階   地下１階地上 7階   
その他合築部分   その他合築部分   

施 設 規 模 

  港区立商工会館 6階   台東区民会館 8,9 階  

所 在 地 港区海岸１－７－８ 台東区花川戸２－６－５ 

(1) センター施設の利用公開に関すること。 
(2) センターの施設設備・物品の保守点検、保全、原状復帰の修繕に関すること。 

(3) センターの施設設備・物品の清潔整頓、環境整備に関すること。 
(4) センターの使用料の徴収に関すること。 
(5) 委託業務を執行するために必要な物品の購入に関すること。 
(6) 行政財産の使用許可を受けてセンターを使用している者等の管理に関すること。 

内 容 

業 務 内 容 

(7) 利用状況の調査及び利用促進に関すること。 
展示場利用状況     展示場利用状況     

利用件数 344 件 利用件数 256 件 

総使用日数 317 日 総使用日数 312 日 

稼動日数 219 日 稼動日数 211 日 

利用率 66.4 ％ 利用率 63.9 ％ 
会議室利用状況   会議室利用状況   

利用件数 615 件 利用件数 150 件 

総使用日数 329 日 総使用日数 183 日 

稼動日数 206 日 稼動日数 140 日 

実   績 

利用率 62.4 ％ 利用率 42.4 ％ 

当初 93,464 千円 当初 95,180 千円

決算 85,757 千円 決算 91,220 千円

人員 14 名 人員 14 名 

平均給与 6,125 千円 平均給与 6,515 千円

公社管理     当初 15,608 千円

人件費 

人員 1 名 決算 15,185 千円
 当初 537,976 千円

事業費 
  決算 533,901 千円

 当初 7,899 千円
管理費 

決算 7,899 千円
 当初 13,560 千円

消費税 
決算 9,298 千円

 当初 763,689 千円

経 費 

合 計 
決算 743,262 千円
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（表２０）公の施設の管理受託事業の実績（その３）       （委託開始平成２．７．１） 

施 設 名 食 品 技 術 セ ン タ ー 
件   名 東京都立食品技術センターの管理運営 
期   間 平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日 
目   的 公の施設の管理運営委託 

 敷地 944 ｍ２

 建物 1,902 ｍ２

 地上 6,7,8 階   

 その他合築部分   

施設規模 

 秋葉原庁舎地下 2階地上 5階  
所在地 千代田区神田佐久間町１－９ 

(1) センター施設の利用公開に関すること。 

(2) 普及指導事業に関すること（開放試験室の利用承認に関すること
を除く。）。 

(3) 試験研究事業に関すること（依頼試験の申込みの承諾、成績書・
成績証明書の発行及び受託事業の契約に関することを除く。）。 

(4) 開放試験室の使用料及び依頼試験・成績証明書の手数料の徴収に
関すること。 

(5) センターの施設設備及び物品の保全に関すること。 

(6) 委託業務を執行するために必要な物品の購入に関すること。 

内 容 

業務内容 

(7) センターの施設設備の清潔整頓その他環境整備に関すること。 

 技術相談指導 1,212 件 

 実地支援 49 件 

 開放試験室 1,204 件 

 依頼試験 598 件 

 経常・特別研究 16 テーマ 

実   績 

 受託事業 8 件 

 当初 142,849 千円 

 決算 141,087 千円 

 人員 17 名 
人件費 

 平均給与 8,299 千円 

 当初 49,983 千円 
事業費 

 決算 47,898 千円 

 当初 192,832 千円 

経 費 

合 計 
 決算 188,985 千円 

 

３ 指摘事項 

（１）局 

ア 敷金に係る補助金の取扱いを適切に行うべきもの 

公社は、局から補助金の交付を受け、表２１のとおり３棟のビルの一部を借り上げ、

新規創業者等に対して提供している。 

ところで、これらの借上げに係る敷金について見たところ、公社は貸借対照表に固定

負債として計上し、事業終了時には局へ返還するとしている。 

しかしながら、局は、補助要綱に事業終了時の敷金の取扱いを明記しておらず、また、

このうち平成１５年度借上げに係る補助金については、公社の補助金清算書に敷金の金

額の記載を求めていないなど、敷金に係る補助金の取扱いが不適切な状況となっている。 
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局は、平成８年度及び平成１５年度分の借上げに係る敷金については早急に敷金返還時の

取扱いの覚書等文書を締結するとともに、今後は補助要綱に敷金の取扱いについて明記し、

敷金に係る補助金の取扱いを適切に行われたい。 

（ 産業労働局 ） 

 

（表２１）敷金の状況 

補助金名 施設名 借上げ床面積 敷金の金額（平成１５年度末）

Ａビル ３，５４４．７１ｍ２ ２５７，３４５，９４０円東京都創業支援機能の

運営事業補助金 

（平成８年度） Ｂビル １，６４５．７４ｍ２ １１９，４８０，７２４円

東京都中小企業ニュー

マーケット開拓支援事

業補助金 

（平成１５年度） 

Ｃビル ２００．３８ｍ２ ６４０，６２８円

計 ３７７，４６７，２９２円

 

イ 公有財産の管理を適正に行うべきもの 

局は、東京都城東地域中小企業振興センターの管理運営を、平成１４年４月から公社

に委託している。同センターの駐車場は、葛飾区が設置しているＤの駐車場と隣接して

いる。 

この駐車場を見たところ、従前は駐車場３区画として提供されていた敷地の一部をＤ

の有料駐車場へ入る自動車の通路として利用させている。これは平成１０年にＤの駐車

場を有料化するため敷地境界部に葛飾区がゲートを設置した際に、ゲートに至る通路が

必要となったことから同区画を無償で利用させることとしたものである。 

しかしながら、この土地の使用に係る手続について見たところ、東京都公有財産規則（昭

和３９年東京都規則第９３号）第２９条の２に基づく使用許可を行っていないことが判明し

た。 

局は、公有財産の管理を適正に行われたい。 

（ 産業労働局 ） 

 

（２）公社 

ア 契約における競争性の確保を図るべきもの 

公社は局の補助金を受けて中小企業事業転換支援事業を行っており、その事業のため

に手引書の作成をしている。 

作成にあたり随意契約によろうとするときは、なるべく２者以上の見積書を徴さなけ

ればない（財務規程（昭和５８年公社規程第３号）７１条）とされている。 
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しかしながら、公社における印刷契約については表２２のとおり、同様な印刷内容で、

契約日、履行期限が同日あるいは翌日である契約を別々に締結しており、そのいずれも

が単数見積により処理されている。 

これらの契約については分割、単数見積とする特段の理由はないため、公社は一括契

約、複数見積とすることにより、競争性の確保を図られたい。 

（ 財団法人東京都中小企業振興公社 ） 

 

（表２２）契約状況 

（単位：円） 

契 約 月 日 予定価格 
件   名 

履 行 期 限 
印 刷 内 容 

契約金額 
契約相手方

平成 16年 3月 11 日 210,000 
経営手引きシリーズ No12

「中小企業事業再生の手

引き」の印刷 
平成 16 年 3月 30 日

オフセット印刷 

Ａ５版 

５００部 

１２０ページ 
210,000 

Ｅ 

平成 16 年 3月 10 日 230,000 
経営手引きシリーズ No13

「中小企業のための実践

的経営革新のすすめ方」

の印刷 
平成 16 年 3月 30 日

オフセット印刷 

Ａ４版 

５００部 

７６ページ 
229,950 

Ｅ 

平成 16 年 3月 11 日 210,000 
経営手引きシリーズ No14

「中小企業のためのビジ

ネスプラン作成の基礎知

識」の印刷 
平成 16 年 3月 31 日

オフセット印刷 

Ａ５版 

５００部 

７５ページ 
210,000 

Ｆ 
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